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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】視界不良の発生時に、とりわけ霧の発生により
視界が悪くなった道路等を走行している車両等を、安全
かつ簡易に誘導することができる簡易な路面標示を提供
する。
【解決手段】ホットメルト樹脂１００質量部に対し、発
光粉末１０～２５０質量部を含有することを特徴とする
発光式路面標示用材料及び発光式路面標示用シート１、
並びに路面６の一部に対して、加熱流動状態の路面塗料
を塗布して路面塗膜４を形成し、次いで発光式路面標示
用シート１を路面塗膜４の表面に貼付し、路面塗膜４及
び発光式路面標示用シート１を冷却して固着させて、発
光式路面標示４を形成する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホットメルト樹脂１００質量部に対し、発光粉末１０～２５０質量部を含有することを
特徴とする発光式路面標示用材料。
【請求項２】
　前記発光粉末が紫外線で発光する蛍光性顔料である請求項１に記載の発光式路面標示用
材料。
【請求項３】
　前記ホットメルト樹脂が、９０～２００℃の融点を有する請求項１又は２に記載の発光
式路面標示用材料。
【請求項４】
　前記ホットメルト樹脂が、ポリエステル樹脂系ホットメルト樹脂である請求項１～３の
いずれかに記載の発光式路面標示用材料。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の発光式路面標示用材料からなるシートであることを特
徴とする発光式路面標示用シート。
【請求項６】
　請求項５に記載の発光式路面標示用シートに、ホットメルト接着剤層が積層されている
ことを特徴とする発光式路面標示用シート。
【請求項７】
路面の一部に対して、加熱流動状態の路面塗料を塗布して路面塗膜を形成し、次いで請求
項５又は６に記載の発光式路面標示用シートを前記路面塗膜の表面に貼付し、路面塗膜及
び発光式路面標示用シートを冷却して固着させて、発光式路面標示を形成することを特徴
とする発光式路面標示の施工方法。
【請求項８】
　発光式路面標示用シートと路面塗膜との輝度差が、３０～２１０である請求項７に記載
の発光式路面標示の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、路面の視界不良の発生時、とりわけ霧の発生により視界が悪くなった場合に
、道路などの路面を走行している車両などを安全に誘導するための発光式路面標示用材料
、発光式路面標示用シート及び発光式路面標示の施工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両等が道路等を走行する際、運転者が必要とする情報は、路肩位置、道路の路線形、
前方車両等の存在、及び前方車両等の走行挙動等である。視界不良時、とりわけ霧のよう
に運転者の視界を極端に低下させるものは、前記の情報が運転者に伝達されることを妨げ
て走行が不可能となる。また、無理に走行することによって路外逸脱事故や前方車両等へ
の追突事故等が発生するという問題がある。
　従来、これらの対策としては、道路上の車両の停止線や中央分離線に車両のヘッドライ
トで反射する板や、あるいは発光源を内臓した標識を埋設する方法や、画像センサーによ
り路面標示を検出する方法等が取られている。
【０００３】
　また、とりわけ路外逸脱事故の発生を防止するものとして、従来、反射材料を含有した
塗料で、白線等の路面標示を施工し、ここに車両から赤外線等を照射し、その反射波を検
知して、道路形状等を効率的に認識できる走行支援システム（ＡＨＳ）が開示されている
（例えば、特許文献１参照。）。
　さらに、人体に全く影響のない低パワーで、かつ視感度の高いレーザー光を、例えば、
交通標識に照射することによって、昼夜を問わず、また濃霧や積雪などの天候に関係なく
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、遠くからレーザーに照射された交通標識を識別することができるレーザー光照射装置が
開発されている（例えば、特許文献２参照。）。
　しかし、これらの方法を用いても、霧の発生により視界不良の場合において路面標示を
車両等から確認することが困難な場合があった。
　このように、これまで、道路の路肩を確実に識別できる安全な方法については、充分に
満足のいく対策が殆どなされていないのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２７２０８７号公報
【特許文献２】特開平０８－１３８４２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記従来技術の状況に鑑みてなされたものであり、視界不良の発生時に、と
りわけ霧の発生により視界が悪くなった道路等を走行している車両等を、安全かつ簡易に
誘導することができる簡易な路面標示を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、上記課題を解決するために、ホットメルト樹脂１００質量部に対し、発光
粉末１０～２５０質量部を含有することを特徴とする発光式路面標示用材料により上記課
題が解決できることを見出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明は、ホットメルト樹脂１００質量部に対し、発光粉末１０～２５０質
量部を含有することを特徴とする発光式路面標示用材料を提供する。
また、本発明は、前記発光式路面標示用材料において、前記発光粉末が紫外線で発光する
蛍光性顔料である発光式路面標示用材料を提供する。
また、本発明は、前記発光式路面標示用材料において、前記ホットメルト樹脂が、９０～
２００℃の融点を有する発光式路面標示用材料を提供する。
【０００８】
また、本発明は、前記発光式路面標示用材料において、前記ホットメルト樹脂が、ポリエ
ステル樹脂系ホットメルト樹脂である発光式路面標示用材料を提供する。
また、本発明は、前記発光式路面標示用材料からなるシートであることを特徴とする発光
式路面標示用シートを提供する。
また、本発明は、前記発光式路面標示用シートにおいて、前記発光式路面標示用シートに
、ホットメルト接着剤層が積層されていることを特徴とする発光式路面標示用シートを提
供する。
【０００９】
また、本発明は、路面の一部に対して、加熱流動状態の路面塗料を塗布して路面塗膜を形
成し、次いで前記発光式路面標示用シートを前記路面塗膜の表面に貼付し、路面塗膜及び
発光式路面標示用シートを冷却して固着させて、発光式路面標示を形成することを特徴と
する発光式路面標示の施工方法を提供する。
また、本発明は、上記発光式路面標示の施工方法において、発光式路面標示用シートと路
面塗膜との輝度差が、３０～２１０である発光式路面標示の施工方法を提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の発光式路面標示用材料は、発光粉末を含むため、簡易な方法で発光する自発光
式路面標示を提供することができる。また、本発明の発光式路面標示用材料で作られる発
光式路面標示用シートは、大面積にすることができ、均一な発光が可能である。また、本
発明の発光式路面標示の施工方法は、発光式路面標示用シート中にホットメルト樹脂を含
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有しているため、路面塗料を塗布する際に加熱流動状態の路面塗料の表面に貼付すること
で、簡易に施工することができ、また、発光式路面標示用シートの路面塗膜への密着性が
優れている。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は本発明の発光式路面標示用シートに剥離シートが積層されている断面図で
ある。
【図２】図２は本発明のホットメルト接着剤層が付いた発光式路面標示用シートに剥離シ
ートが積層されている断面図である。
【図３】図３は本発明の発光式路面標示用シートが路面上に形成された路面塗膜上に貼付
されて形成された発光式路面標示の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の発光式路面標示用材料は、ホットメルト樹脂と発光粉末を含有する。
ホットメルト樹脂は、常温ではタックがないか、又はタックが殆んどなく、加熱すること
で軟化し接着性が生じ、常温に戻すと固化して被着体に接着する樹脂である。
ホットメルト樹脂としては、特に限定されず、ゴム系ホットメルト樹脂、ポリオレフィン
樹脂系ホットメルト樹脂、ポリエステル樹脂系ホットメルト樹脂等が挙げられる。これら
のうち、汎用性、取り扱い容易性という点から、ポリオレフィン樹脂系ホットメルト樹脂
、ポリエステル樹脂系ホットメルト樹脂が好ましく、ポリエステル樹脂系ホットメルト樹
脂が特に好ましい。
【００１３】
ゴム系ホットメルト樹脂としては、特に限定されず、具体例としては、スチレン－イソプ
レン－スチレンブロック共重合体や、スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合体
に石油樹脂を添加したものなどが挙げられる。
ポリオレフィン樹脂系ホットメルト樹脂の具体例としては、プロピレン－エチレン－ブテ
ン－１共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体などが挙げられる。
【００１４】
ポリエステル樹脂系ホットメルト樹脂としては、特に限定されず、具体例としては、ジカ
ルボン酸成分とジオール成分の重縮合体などが挙げられる。ジカルボン酸成分としては、
テレフタル酸、イソフタル酸、これらの低級アルキルエステル、マロン酸、コハク酸、ア
ジピン酸、セバシン酸などが挙げられる。ジオール成分としては、エチレングリコール、
１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，
６－ヘキサンジオール、ジエチエレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレ
ングリコール、シクロヘキサンジメタノール、ネオペンチルグリコール、ポリテトラメチ
レングリコールなどが挙げられる。これらのジカルボン酸成分とジオール成分のうち各々
１種以上を用いてポリエステル樹脂系ホットメルト樹脂が得られる。
【００１５】
ゴム系ホットメルト樹脂の市販品としては、松村石油（株）製、商品名「ＴＹ－７０」（
スチレン－イソプレン－スチレンブロック共重合体（ＳＩＳ）系ホットメルト接着剤）な
どが挙げられる。
ポリオレフィン樹脂系ホットメルト樹脂の市販品としては、（株）松村石油研究所製の「
モレスコメルトＥＰ」シリーズなどが挙げられる。
【００１６】
本発明の発光式路面表示材料に適した、ポリエステル樹脂系ホットメルト接着剤の市販品
としては、日本合成化学工業（株）の「ポリエスター」シリーズなどが挙げられる。
　ホットメルト樹脂の融点（融点）は、路面塗料の融点に合わせて適宜選択することがで
き、９０～２００℃が好ましく、９５～２００℃がより好ましく、１００～１８０℃が最
も好ましい。９０℃未満であると、耐候性、耐久性が悪くなる傾向があり、２００℃を超
えると、路面塗膜との密着性が悪くなる傾向がある。
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【００１７】
発光粉末は、外部からの光等のエネルギーを吸収して、エネルギー変換をすることで発光
する粒子状材料である。発光粉末としては、外部からのエネルギーを吸収して発光する粉
末であれば、いずれの粉末であってもよく、例えば、外部から得た光エネルギーを蓄積し
、燐光を発する燐光性顔料、蓄光性顔料、蛍光を発する蛍光性顔料などが挙げられる。な
お、蛍光性顔料には、蛍光体粒子と称されるものも含まれる。これらのうち、長時間残光
型の蓄光性顔料、紫外線で発光する蛍光性顔料が好ましく、紫外線で発光する蛍光性顔料
がより好ましい。
【００１８】
発光粉末の平均粒径は、０．５～３０μｍが好ましく、３～１０μｍがより好ましい。発
光粉末の平均粒径が上記範囲にあれば、ホットメルト樹脂への分散性の点で好ましい。
なお、発光粉末は、透明であってもよいし、不透明であってもよい。
【００１９】
長時間残光型の蓄光性顔料としては、例えば、根本特殊化学（株）製、商品名「Ｎ夜光」
などが挙げられる。紫外線で発光する蛍光性顔料としては、例えば、根本特殊化学（株）
製、青色発光蛍光体、品番「Ａ－１８０」、東芝マテリアル社製「ＳＰＤ－８０４Ｂ」な
どが挙げられる。
紫外線で発光する発光粉末を用いた場合、ブラックライト等のＵＶランプで発光式路面標
示の表面に紫外線を照射している時は、鮮やかな色彩を路面標示等が発光し、車両等から
視認することができる。また、ヘッドライト等の可視光光源から可視光が照射された場合
には、通常の再帰性反射によって路面標示等が車両等から視認することができる。
【００２０】
発光粉末は、１種単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせてもよい。
発光粉末を２種以上含有させる場合は、例えば、青、青緑、緑、オレンジ等の色の光を発
光し、互いに独立するスペクトルを持つ発光粉末を、少なくとも２種類混合し、例えば白
色等の種々の色に発光する発光式路面標示用材料を形成することができる。
【００２１】
本発明の発光式路面標示用材料において、ホットメルト樹脂と発光粉末の含有割合は、ホ
ットメルト樹脂１００質量部に対し、発光粉末１０～２５０質量部の範囲であり、２０～
２３０質量部の範囲が好ましく、３０～２２０質量部の範囲がより好ましく、５０～２０
０質量部がさらに好ましい。発光粉末の含有量が上記範囲より小さいと、発光色の強度が
十分でなく、上記範囲より大きいと発光色の強度が飽和してそれ以上の強度を出すことが
難しく、後述する発光式路面標示用シートの耐久性（タイヤ付着性、耐アルカリ性、耐水
性、耐摩耗性）が低下する可能性がある。
【００２２】
本発明の発光式路面標示用材料は、ホットメルト樹脂と発光粉末を加熱して混合すること
により製造することが好ましい。両成分を加熱混合することにより、発光粉末をホットメ
ルト樹脂中に均一に分散させることができる。両成分の加熱温度は、１００～２３０℃が
好ましく、１１０～２２０℃がより好ましい。また、この加熱温度は、ホットメルト樹脂
の融点よりも１０℃以上高いことが好ましく、２０℃以上高いことがより好ましい。なお
、この加熱温度の上限値は、ホットメルト樹脂の融点よりも９０℃高い温度以下が好まし
く、７０℃高い温度以下がより好ましい。この温度範囲で混合することにより、発光粉末
をホットメルト樹脂中に均一に分散させることができると共に、ホットメルト樹脂の変質
を防止することができる。
【００２３】
本発明の発光式路面標示用材料の粘度は、１９０℃の粘度が３０～６００Ｐａ・ｓの範囲
が好ましく、５０～５５０Ｐａ・ｓの範囲が特に好ましい。
発光式路面標示用材料の粘度がこの範囲にあると、発光式路面標示用材料を加熱しても、
ホットメルト樹脂中に発光粉末が分散された状態を保つことができる。なお、粘度の測定
は、試料温度を１９０℃とする以外は、ＪＩＳ　Ｋ６８３３に準じて行うものである。
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【００２４】
本発明の発光式路面標示用材料には、上記必須成分の他に、発光粉末以外の着色材粒子、
ポリマー粒子、酸化防止剤などの成分を必要に応じて１種又は２種以上含有させることが
できる。
発光粉末以外の着色材粒子を含有させる場合、例えば、特定の光を発光する発光粉末と、
その光と補色の関係にある着色材を混合し、白色等の種々の色の発光する発光式路面標示
用材料を形成することができる。具体的には、青緑色の光を発光する発光粉末と、その光
と補色の関係にある桃色着色材を混合し、白色発光する発光式路面標示用材料を形成する
ことができる。なお、桃色着色材としては、例えば、ローダミン６Ｇ、ローダミンＢなど
を含有する着色材粒子が挙げられる。発光粉末以外の着色材粒子の含有量は、ホットメル
ト樹脂１００質量部に対して０．１～１０質量部が好ましい。
【００２５】
ポリマー粒子としては、例えば、アクリル微粒子等が挙げられ、特に限定されない。
発光式路面標示材料の強度を向上させるという点から、ポリマー粒子の含有量は、ホット
メルト樹脂１００質量部に対して０．１～２０質量部が好ましい。
酸化防止剤としては、特に限定されず、種々の酸化防止剤が挙げられる。酸化防止剤の含
有量は、ホットメルト樹脂１００質量部に対して０．１～１質量部が好ましい。
【００２６】
本発明の発光式路面標示用シートは、前記発光式路面標示用材料からなるシートである。
発光式路面標示用シートは、後述する路面塗料により形成されている路面塗膜の表面の貼
付するために必要な形状に成形されていればよい。その形状の具体例としては、例えば、
平面形状が三角形、四角形、五角形、六角形、八角形等の多角形や、円形、楕円形等の円
形類、これらの形状の中央部を取り除いたリング状形状などの種々の形状が挙げられる。
【００２７】
発光式路面標示用シートは、一層のみから構成されていてもよいし、二層以上の複数層か
ら構成されていてもよい。図１に示すように、剥離シートが積層されていてもよい。発光
式路面標示用シートの厚さは、２０～１０００μｍが好ましく、２０～１００μｍがより
好ましい。
また、１種以上の発光粉末を含有するシート状発光式路面標示用材料を２以上複数作成し
、それらのシート状発光式路面標示用材料の発光色を異なる発光色にし、それらのシート
状発光式路面標示用材料を積層し、例えば白色等の種々の色に発光する発光式路面標示用
シートを形成することができる。
【００２８】
発光式路面標示用シートの製造方法は、剥離シートの剥離面上に発光式路面標示用材料を
加熱して流動状態にしたものを塗工し、所定形状に切断する方法、発光式路面標示用材料
を射出成形機で所定形状に成形する方法、発光式路面標示用材料を押出成形機で所定形状
に成形する方法などの製造方法が挙げられる。
なお、発光式路面標示用シートが複数層の積層シートからなる場合は、剥離シートの剥離
面上に同種又は異種の発光式路面標示用材料を加熱して流動状態にしたものを繰り返して
塗工することにより製造できるし、同種又は異種の発光式路面標示用材料を押出成形機の
複数のダイから押し出して、ラミネートすることにより製造することもできる。
【００２９】
剥離シートの剥離面上に塗工する際の流動状態の発光式路面標示用材料の温度は、９０～
２２０℃が好ましい。また、発光式路面標示用材料の射出成形温度は、１１０～２００℃
が好ましい。
剥離シートとしては、例えば、グラシン紙、コート紙、上質紙などの紙基材、これらの紙
基材にポリエチレン樹脂などの熱可塑性樹脂をラミネートしたラミネート紙、又はポリエ
チレンテレフタレート樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂などのポリエステル樹脂の
フィルム、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂などのポリオレフィン樹脂のフィルム
などのプラスチックフィルムにシリコーン樹脂などの剥離剤を塗布したものなどが挙げら



(7) JP 2012-202052 A 2012.10.22

10

20

30

40

50

れる。
剥離シートの厚さは、特に制限ないが、通常２０～２００μｍが好ましい。
【００３０】
本発明の発光式路面標示用シートは、図２に示すように、発光式路面標示用材料からなる
シートの少なくとも一方の表面にホットメルト接着剤層を積層することができる。
ホットメルト接着剤層は、ホットメルト樹脂を含有するホットメルト接着剤層形成用材料
により構成される。このホットメルト樹脂としては、本発明の発光式路面標示用材料に含
まれるホットメルト樹脂と同様なホットメルト樹脂が挙げられる。
ホットメルト接着剤層形成用材料には、ホットメルト樹脂だけ含有してもよいし、その他
の成分として、発光粉末以外の本発明の発光式路面標示用材料に含まれる成分を含有して
もよい。
ホットメルト接着剤層の厚さは、特に制限ないが、通常２０～１０００μｍが好ましく、
２０～１００μｍがより好ましい。
【００３１】
発光式路面標示用シートの表面にホットメルト接着剤層を設ける方法は、発光式路面標示
用シートの形成方法と同様な方法により行うことができる。具体的には、例えば、剥離シ
ートの剥離面上にホットメルト接着剤層形成用材料を加熱して流動状態にしたものを塗工
し、次いで形成されたホットメルト接着剤層の表面に発光式路面標示用材料を加熱して流
動状態にしたものを塗工し、所定形状に切断する方法、ホットメルト接着剤層形成用材料
と発光式路面標示用材料を押出成形機の複数のダイから押し出して、ラミネートする方法
などが挙げられる。
【００３２】
本発明の発光式路面標示の施工方法は、路面の一部に対して、加熱流動状態の路面塗料を
塗布して路面塗膜を形成し、次いで前記発光式路面標示用シートを前記路面塗膜の表面に
貼付し、路面塗膜及び発光式路面標示用シートを冷却して固着させて、図３に示すような
発光式路面標示を形成するものである。
ここで、路面標示とは、アスファルト、コンクリート等の路面に記された中央線、横断歩
道線、制限速度標示、路肩ライン、白線等の道路標識、駐車場等の表面に記された駐車区
画線や、飛行場等の停止線等の路面に標示するものである。従来の路面標示は、殆どが白
色又は黄色のものである。
この路面標示は、通常は、路面塗料を塗布して形成することができる。
【００３３】
路面塗料には、通常、粘結剤、可塑剤、充填剤、顔料等が含有されている。
粘結剤としては、例えば、熱溶融型の石油樹脂、溶剤型のウレタン化アルキッド樹脂、多
液反応型樹脂などが挙げられる。
可塑剤としては、例えば、植物油、鉱物油、液状合成ゴム等が挙げられる。
充填剤としては、例えば、炭酸カルシウム、タルク等が挙げられる。
顔料としては、例えば、酸化チタン、耐熱黄色鉛など、路面標示の着色用顔料等が挙げら
れる。
路面の一部に対して、加熱流動状態の路面塗料を塗布して路面塗膜を形成する方法として
は、公知の方法を用いることができる。
路面塗膜の厚さは、特に制限ないが、通常１～２０ｍｍの範囲が好ましく、より好ましく
は１～１０ｍｍの範囲である。
【００３４】
次いで、発光式路面標示用シートを前記路面塗膜の表面に貼付するが、その前記路面塗膜
の温度は、前記路面塗料が流動状態である温度であり、塗面塗料の融点以上の温度である
。通常、１５０～２２０℃が好ましい。この温度範囲であれば、路面塗料を塗布して形成
する路面塗膜の表面と発光式路面標示用シートとの密着性が良好になる。
発光式路面標示用シートを貼付した後に、発光式路面標示用シートの表面にガラスビーズ
を散布することもできる。ガラスビーズを散布することにより、反射効果が得られ、夜間
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視認性が向上する。
【００３５】
次いで、路面塗膜及び発光式路面標示用シートを冷却して固着させて、発光式路面標示を
形成する。
また、本発明の発光式路面標示の施工方法においては、発光式路面標示用シートと路面塗
膜との輝度差を、３０～２１０にすることが好ましい。発光式路面標示用シートと路面塗
膜との輝度差は、発光式路面標示用シートの表面の輝度と路面塗膜の表面の輝度との差を
いい、この輝度差が上記範囲にあると、発光式路面標示を視認し易くなる。この輝度差の
好ましい範囲は、４０～２０５であり、より好まし範囲は５０～２０５である。
【実施例】
【００３６】
　次に、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明は、これらの例によっ
て何ら制限されるものではない。
【００３７】
（実施例１）
（１）発光式路面標示用材料の調製
　ホットメルト樹脂としてポリエステル樹脂系ホットメルト樹脂（日本合成化学工業（株
）製、商品名「ポリエスターＳＰ－１８５」、融点１００℃）１００質量部と、発光粉末
として紫外線で発光する蛍光性顔料（東芝マテリアル社製、商品名「ＳＰＤ－８０４Ｂ」
、平均粒径６μｍ）５０質量部を、混合機（プライミクス（株）製、商品名「Ｔ.Ｋ.ハイ
ビスミックス２Ｐ－１」）に入れて、混合し、１１０℃に加熱し、３０分間、混合し、発
光式路面標示用材料を得た。
【００３８】
（２）発光式路面標示用シートの作製
　上記（１）で調製された発光式路面標示用材料を押出し機にて、押出し温度１１０℃で
ダイから厚さ５０μｍのシート状の発光式路面標示用材料を押出し、表面にシリコーン剥
離処理が施されたポリエチレンテレフタレート樹脂からなる剥離シート（リンテック（株
）製、商品名「ＳＰ－ＰＥＴ　１００（Ｔ）」、厚さ１００μｍ）の剥離処理面に、その
シート状の発光式路面標示用材料をラミネートし、常温まで冷却し、幅１０ｃｍ×長さ１
０ｃｍのシートに切断して発光式路面標示用シートを作製した。
【００３９】
（３）発光式路面標示の施工
　粘結剤として溶剤型のウレタン化アルキッド樹脂、可塑剤として鉱物油、充填剤として
炭酸カルシウム、顔料として酸化チタンを含有するＪＩＳ　Ｋ５６６５の２種Ｂで規定さ
れる路面塗料を１５０℃に加熱し、流動状態にしてアスファルト路面の一部に幅２０ｃｍ
の白線を描くように塗布し、路面塗膜（厚さ５ｍｍ）を形成した。次に、上記（２）で作
製した発光式路面標示用シートの剥離シートを剥がして、発光式路面標示用シートを路面
塗膜の表面に貼付し、放置冷却して、発光式路面標示を施工した。
【００４０】
（実施例２）
　紫外線で発光する蛍光性顔料の配合量を５０質量部から１００質量部に変えた以外は、
実施例１と同様にして、発光式路面標示用材料、発光式路面標示用シートを作製し、実施
例１と同様にして発光式路面標示を施工した。
【００４１】
（実施例３）
　紫外線で発光する蛍光性顔料の配合量を５０質量部から２００質量部に変えた以外は、
実施例１と同様にして、発光式路面標示用材料、発光式路面標示用シートを作製し、実施
例１と同様にして発光式路面標示を施工した。
【００４２】
（比較例１）
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　紫外線で発光する蛍光性顔料を配合しなかった以外は、実施例１と同様にして、路面標
示用材料、路面標示用シートを作製し、実施例１と同様にして発光式路面標示を施工した
。
【００４３】
（比較例２）
　紫外線で発光する蛍光性顔料の配合量を５０質量部から５質量部に変えた以外は、実施
例１と同様にして、発光式路面標示用材料、発光式路面標示用シートを作製し、実施例１
と同様にして発光式路面標示を施工した。
【００４４】
（比較例３）
　紫外線で発光する蛍光性顔料の配合量を５０質量部から３００質量部に変えた以外は、
実施例１と同様にして、発光式路面標示用材料、発光式路面標示用シートを作製し、実施
例１と同様にして発光式路面標示を施工した。
【００４５】
　得られた発光式路面標示用シート、発光式路面標示を用いて、以下の評価試験を行った
。その結果を発光式路面標示用材料の組成（質量部）と共に、表１に示す。
発光式路面標示用シートの密着性試験
　発光式路面標示用シートと路面塗膜の密着性試験は、発光式路面標示用シートの表面に
碁盤目状に切り込みを入れ、１００個の碁盤目を形成し、形成された１００個の碁盤目の
表面に粘着テープを貼り付けて、剥がして、剥がれた碁盤目の数を測定し、以下の基準で
評価した。
◎：剥がれた碁盤目の数が０～３０個である。
○：剥がれた碁盤目の数が３１～６０個である。
×：剥がれた碁盤目の数が６１～１００個である。
【００４６】
輝度差の測定
　発光式路面標示用シートを、被着体としてのＪＩＳ　Ｋ５６６５の２種Ｂに従って成形
した路面塗膜に１５０℃で貼付し、常温に戻して輝度の測定を行った。発光式路面標示用
シートの表面に向かって１００ｍｍ離れた場所から、紫外線ランプ（アズワン（株）製、
商品名「Ｈａｎｄｙ　ＵＶ　Ｌａｍｐ　ＳＬＵＶ－４」）により波長３６５ｎｍの光を照
射し、その状態で発光式路面標示用シートの表面の輝度と露出している路面塗膜の表面の
輝度を、輝度計（コニカミノルタ（株）製、商品名「ＬＳ－１００」）により１００ｍｍ
離れた場所からそれぞれ測定し、両者の輝度の差を計算した。
【００４７】
視認性試験
　また、発光式路面標示用シートの視認性は、目視により確認した。５ｍ離れた場所から
、発光粉末を含まない比較例１の路面標示用シートの見え度合いを基準とし、それよりも
視認性がかなり優れているものを◎とし、やや優れているものを○とし、同等以下のもの
を×として評価した。
【００４８】
タイヤ付着性試験
　発光式路面標示の表面をＪＩＳ　Ｋ５６６５：２００８に準じて、試験用ロールを発光
式路面標示用シートを通過する時間が１秒になるように一定の速さで転がし、試験用ロー
ルのタイヤに発光式路面標示用シートが付着しているかどうかを目視で調べ、以下の基準
に従って評価した。
◎：試験用ロールのタイヤに発光式路面標示用シートが付着していなかった。
○：試験用ロールのタイヤに発光式路面標示用シートが少し付着した。
×：試験用ロールのタイヤに発光式路面標示用シートが多く付着した。
【００４９】
耐アルカリ性試験
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ＪＩＳ　Ｋ５６６５：２００８に準じて、発光式路面標示用シートの最下部より６０ｍｍ
まで没するように、水酸化カルシウム飽和水溶液に浸漬し、１８時間浸漬状態を維持した
。その後、発光式路面標示用シートを取り出して、直ちに水洗し、水を振り切って立てか
け、その表面の状態を目視で観察し、さらにその２時間放置した後のその表面の状態を目
視で観察し、以下の基準で評価した。
◎：表面に膨れ、割れ、はがれ及び穴のいずれもなく、更に２時間放置した後の表面が耐
アルカリ性試験前の表面に比べて変色が見られなかった。
○：表面に膨れ、割れ、はがれ及び穴のいずれもないが、２時間放置した後の表面が耐ア
ルカリ性試験前の表面に比べて変色がやや見られた。
×：表面に膨れ、割れ、はがれ及び穴のいずれかがあり、２時間放置した後の表面が耐ア
ルカリ性試験前の表面に比べて変色が見られた。
【００５０】
耐水性試験
ＪＩＳ　Ｋ５６６５：２００８に準じて、発光式路面標示用シートの最下部より６０ｍｍ
まで没するように、水に浸漬し、２４時間浸漬状態を維持した。その後、発光式路面標示
用シートを取り出して、その表面の状態を目視で観察し、さらにその２時間放置した後の
その表面の状態を目視で観察し、以下の基準で評価した。
◎：表面にしわ、膨れ、割れ及びはがれのいずれもなく、更に２時間放置した後の表面が
耐アルカリ性試験前の表面に比べて白化及び変色が見られた。
○：表面にしわ、膨れ、割れ及びはがれのいずれもないが、２時間放置した後の表面が耐
アルカリ性試験前の表面に比べて白化及び変色がやや見られた。
×：表面にしわ、膨れ、割れ及びはがれのいずれかがあり、２時間放置した後の表面が耐
アルカリ性試験前の表面に比べて白化及び変色が見られた。
【００５１】
耐摩耗性試験後の視認性の確認
ＪＩＳ　Ｋ５６６５：２００８に準じて、発光式路面標示用シートをテーパー形摩耗試験
機で２００回転させ、発光式路面標示用シートに前記輝度差の測定と同様にして、紫外線
ランプを照射し、目視により前記の方法と同様にして視認性を評価した。
【００５２】
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【表１】

【００５３】
（実施例４）
　実施例３において、剥離シートの剥離処理面にシート状の発光式路面標示用材料をラミ
ネートする前に、剥離シートの剥離処理面に、ホットメルト接着剤層形成用材料としてポ
リエステル樹脂系ホットメルト樹脂（日本合成化学工業（株）製、商品名「ポリエスター
ＳＰ－１８５」、融点１００℃）を押出機にて、押出し温度１１０℃でダイから厚さ５０
μｍのシート状のホットメルト樹脂を押出し、ラミネートし、さらに、そのホットメルト
樹脂シートの表面に、上記（１）で調製された発光式路面標示用材料を押出し機にて、押
出し温度１１０℃でダイから厚さ５０μｍのシート状の発光式路面標示用材料を押出し、
ラミネートし、常温まで冷却し、幅１０ｃｍのシートに切断してホットメルト接着剤層付
き発光式路面標示用シートを作製した以外は、実施例３と同様にして、発光式路面標示用
材料、発光式路面標示用シートを作製し、ホットメルト接着剤層付き発光式路面標示用シ
ートを路面塗膜にホットメルト接着剤層が接するように貼付した以外は、実施例３と同様
にして発光式路面標示を施工した。実施例４の密着性試験結果は１０／１００であり、実
施例３に比べて路面塗膜との密着性が優れていた。
【００５４】
（実施例５）
　実施例２において、ポリエステル樹脂系ホットメルト樹脂（日本合成化学工業（株）製
、商品名「ポリエスターＳＰ－１８５」、融点１００℃）の代わりに、ポリエステル樹脂
系ホットメルト樹脂（日本合成化学工業（株）製、商品名「ポリエスターＳＰ－１８２」
、融点１２０℃）を使用した以外は、実施例２と同様にして、発光式路面標示用材料、発
光式路面標示用シートを作製し、実施例２と同様にして発光式路面標示を施工した。
【００５５】
（実施例６）
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　実施例２において、ポリエステル樹脂系ホットメルト樹脂（日本合成化学工業（株）製
、商品名「ポリエスターＳＰ－１８５」、融点１００℃）の代わりに、ポリエステル樹脂
系ホットメルト樹脂（東洋インキ（株）製、商品名「ＡＤ－７６Ｈ５」、融点１８０℃）
を使用した以外は、実施例２と同様にして、発光式路面標示用材料、発光式路面標示用シ
ートを作製し、実施例２と同様にして発光式路面標示を施工した。
【符号の説明】
【００５６】
１　発光式路面標示用シート
２　剥離シート
３　ホットメルト接着剤層
４　路面塗膜
５　発光式路面標示
６　路面

【図１】

【図２】

【図３】
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